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〈 問い合わせ〉税務課 課税係　 ℡09 6 7（ 6 7）2 70 3

チャ ート を 参考にご自身の申告内容を ご確認く ださ い。

（ 令和8 年1 月1 日現在で村に居住し ている人が対象です。）

令和8 年 住民税申告・
確定申告のお知ら せ

■申告が必要な人

期間： 2 月1 6 日（ 月）～3 月1 6 日（ 月）

住民税申告

南阿蘇村役場

確定申告

阿蘇税務署

南阿蘇村役場

収入がな い人の申告（ 0 円申告） に
ついて
　 無収入だっ た人（ 遺族年金や障害
者年金な ど 非課税収入がある 人を
含む）は、 住民税申告をする こ と に
より 、国民健康保険税等の軽減判定、
その他福祉な ど の各種制度が有利
に受けら れる 場合があり ます。
　 ま た、 未申告の場合は所得証明
書等の発行がで き ま せんので ご 注
意く ださ い。

令和8 年度分の個人住民税も
電子申告ができ ます！

詳し く はeLTAX（ エ
ルタ ッ ク ス） のホー
ム ペ ー ジ を ご 確 認
く ださ い。

以下の収入がある

給与収入

給与・ その他の所得が

合わせて 2 0 万円を 超える

全てに当てはまる

□年末調整済みである

□給与以外の収入はない

いずれかに当てはまる

□給与を 2 カ 所以上から も ら っ ている

□年末調整時に申告し ていない控除がある

□年の途中で退職し た

□配偶者控除、 扶養控除、 医療費控除等の

各種控除を受ける

★
次の所得およ び控除は阿蘇税務署
で申告し てく ださ い
• 土地や建物の譲渡所得
• 株式などの譲渡所得
• 上場株式の配当所得
• 山林所得
• 住宅借入金特別控除（ 1 年目）
※収用証明書を お持ち の人は南阿

蘇村役場で も 申告が可能な 場合
があり ます。

「 公的年金等受給者の申告不要制度」 に
ついて
公的年金等の収入が 4 0 0 万円以下かつ
その他の所得が2 0 万円以下の場合、 確
定申告（ 所得税の申告） は不要です。
※注意※
• 年金事務所へ「 公的年金等の受給者の

扶養親族等申告書」 を 未提出の人は住
民税申告が必要な場合があり ます。

• 所得税の還付を 受ける 場合は、 確定
申告が必要です。

申告不要

住民税申告

南阿蘇村役場

確定申告

阿蘇税務署

南阿蘇村役場

年金収入 農業・ 営業等の事業収入

不動産収入

その他の収入

（ 個人年金等）

所得が2 0 万円を超える

年金・ その他の所得が

合わせて 2 0 万円を超える

全てに当てはまる

□公的年金等の収入が4 0 0 万円以下である

□公的年金等以外の収入はない

□申告する控除はない

いずれかに当てはまる

□公的年金収入が4 0 0 万円を 超える

□配偶者控除、 扶養控除、 医療費控除等の各種控除を 受ける

□公的年金から 源泉徴収税が引かれていて還付を請求する

申告不要

住民税申告

南阿蘇村役場

確定申告

阿蘇税務署

南阿蘇村役場

は
い

いいえ

いいえ

は
い

は
い

い
い
え

R7 年中に収入がある
スタ ート

住民税申告

南阿蘇村役場

★譲渡（ 土地・ 建物・ 株式等）、 配当、

山林所得がある

確定申告

阿蘇税務署

★初めて住宅借入金特別控除

（ 住宅ローン 控除） を受ける

確定申告

阿蘇税務署
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〈 問い合わせ〉阿蘇税務署　 ℡0 96 7（ 2 2 ）0 5 51 　 ※自動音声案内

■申告に必要なも の

申告する 人（ 全員）

還付を 受ける人

利用者識別番号を 取得さ れた人

給与収入がある 人

年金収入がある 人

事業収入がある 人

医療費控除を受ける 人

社会保険料の控除を 受ける 人

障害者控除を受ける 人

生命保険などの控除を受ける 人

寄附金控除を受ける 人

一時的な所得があっ た人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

マイ ナンバー（ 個人番号） 確認書類

対象者 必要なも の 備考

マイ ナンバーカ ード
マイ ナンバー通知カ ード など

本人確認書類 運転免許証など

本人の口座番号がわかる も の 通帳など

利用者識別番号等の通知書 取得さ れていない人は当日取得も 可能

給与の源泉徴収票・ 支払額証明書

公的年金等の源泉徴収票
個人年金の支払通知

収支計算書（ 農業・ 営業・ 不動産）
牛の売却所得がある人は売却証明書

医療費控除の明細書【 内訳書】
医療費通知書

控除証明書、 掛金証明書など

障害者手帳

控除証明書

寄附金特別控除の証明書など

生命保険の満期や解約時の受取金・ 一時金の額
が記載さ れた書類など

★収支計算書は事前に作成し た状態
でお持ちく ださ い。

★医療費控除の明細書は事前に作成
し た状態でお持ちく ださ い。

原本

身体障害者手帳、 精神障害者保健福
祉手帳、 療育手帳など

★前年と 支払額が同じ でも 証明書が
ない場合、 控除は受けら れません

原本

原本

■申告ができ る場所

スマホ、 パソ コ ン から 申告

　 ご自宅で電子申告書ができ ます！ 1 月上旬から 受付可能です。

　 詳し く はeLTAX（ エルタ ッ ク ス） のホームページを ご覧く ださ い。

郵送で申告　 　 　 　 　   申告書を 作成し 郵送し てく ださ い。

　 郵送先　 　 熊本国税局業務セン タ ー

　 　 　 　 　 　 〒8 6 2 -8 7 2 1  熊本市東区東本町1 6 番2 8 号

★申告相談会場への来場を 検討さ れている 人へ★

確定申告会場では、 原則と し て、 ご自身のマイ ナン バーカ ード と スマート フ ォ ン を 利用し て確定申告書等を 作成し ていただき

ます。 なお、 会場への入場は、 LIN E アプリ によ る オン ラ イ ン事前予約又は、 当日配付する入場整理券が必要です。

（ 入場整理券の配付状況等に応じ て、 後日の来場を ご案内する 場合があり ます。） 

確定申告書の作成については、 マイ ナンバーカ ード を 使っ た e-Tax を 推奨し ており 、

マイ ナン バーカ ード 電子証明書に登録し たパスワード 2 つが必要と なり ます。 

　〈 開設期間〉　 2 月1 6 日（ 月） から 3 月1 6 日（ 月） まで（ 土日祝日を除く 。）

　〈 受付時間〉　 午前9 時から 午後4 時（ 入場整理券の配付終了まで）

事前予約のための

国税庁LIN E 公式

アカ ウン ト はこ ちら

1 . 自宅で申告

2 . 阿蘇税務署で申告

3 . 役場で申告

所得税・ 住民税

所得税・ 住民税

所得税

所得税

役場での申告は、 混雑を避けるため地区ごと に日付を指定し ています。（ 詳し く はP1 0 ）
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早期申告期間

　 期間　 2 月3 日（ 火）～1 0 日（ 火）

　 時間　 午前： 8 時4 5 分～1 1 時　 午後： 1 時～4 時

　 場所　 役場1 階　 ロビー

住民税・ 確定申告期間

　 期間　 2 月1 6 日（ 月）～3 月1 6 日（ 月）

　 時間　 午前： 8 時4 5 分～1 1 時　 午後： 1 時～4 時

　 場所　 役場2 階　 大会議室

2 月1 6 日

2 月1 7 日

2 月1 8 日

2 月1 9 日

2 月2 0 日

2 月2 1 日

2 月2 2 日

2 月2 3 日

2 月2 4 日

2 月2 5 日

2 月2 6 日

2 月2 7 日

2 月2 8 日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

下田・ 東下田

立野・ 立野駅・ 新所・ 赤瀬

喜多・ 加勢

栃木・ 沢津野・ 乙ヶ 瀬・ 袴野

下野〔 南九州税理士会阿蘇支部相談会〕

長野・ 川後田・ 黒川

第5 駐在・ 第6 駐在

第8 駐在

第2 駐在・ 第7 駐在

受付日 曜日 指定地区

2 月

申告受付の際の注意事項

• 事前にネッ ト 予約をし た人を優先し ます。

• 午前中は指定地区の人を優先し ます。

• 午後から は指定地区以外の人も 受け付けます。

• 収入や医療費は計算し 、 内訳書などを作成し て

き てく ださ い。 作成せずに来庁さ れた場合は、

作成後に改めて受け付けますので、 順番が前後

し ます。

村で申告でき ないも の

次の所得に係る申告は阿蘇税務署で申告し てく ださ い。

• 土地や建物の譲渡所得　 • 株式などの譲渡所得

• 上場株式の配当所得　 　 • 山林所得

※収用証明書をお持ちの場合は役場でも 申告が可能な場合があり ます。

早期申告受付について

　 年金収入のみの人を 対象と し て 左の日程表のと おり 地区

を指定し て早期受付を実施し ます。

※午後から は指定地区以外の人も 受け付けます。

住民税申告・ 確定申告の日程

住民税申告・ 確定申告

〈 問い合わせ〉税務課 課税係　 ℡09 6 7（ 6 7）2 70 3

2 月3 日

2 月4 日

2 月5 日

2 月6 日

2 月7 日

2 月8 日

2 月9 日

2 月1 0 日

火

水

木

金

土

日

月

火

早期受付　 東下田・ 下田・ 加勢・ 川後田・

喜多・ 栃木・ 袴野・ 沢津野・ 黒川

早期受付　 長野・ 乙ヶ 瀬・ 下野・ 立野・
立野駅・ 新所・ 赤瀬

早期受付　 第1 駐在～第5 駐在

早期受付　 第6 駐在～第9 駐在

早期受付　 両併・ 中松

早期受付　 白川・ 吉田・ 一関

受付日

期　 日

場　 所

内　 容

2 月2 0 日（ 金）

役場2 階　 監査準備室

各種税務申告に関する相談

曜日 指定地区

早期申告（ 年金収入のみ）

3 月1 日

3 月2 日

3 月3 日

3 月4 日

3 月5 日

3 月6 日

3 月7 日

3 月8 日

3 月9 日

3 月10 日

3 月11 日

3 月12 日

3 月13 日

3 月14 日

3 月15 日

3 月16 日

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

第3 駐在・ 第9 駐在

第1 駐在・ 第4 駐在

書類整理日

両併一・ 白川東

中松一・ 吉田二

中松二・ 両併三

一関二・ 吉田一

両併二・ 一関一

白川西・ 吉田三

中松三

書類整理日

受付日 曜日 指定地区

3 月

　 以下のと おり 申告に関する相談会が開催さ れます。

南九州税理士会（ 阿蘇支部）の申告相談会

申告の事前予約を 受け付けます

受付開始　 1 月2 6 日（ 月） 午前9 時から

受付時間　 2 4 時間

予約方法　 イ ンタ ーネッ ト 予約

　 　 　 　 　（ ※電話予約不可） 予約フ ォ ーム
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